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貴お問い合わせについて

様

拝復　先般、弊社代表取締役社長平野宛にご返信賜りました件につきまして、カスタマーサポ

ートよりご連絡申し上げます。

まず、この度は弊社サービスのご利用におきまして、ご迷惑とご不快な思いをおかけ致し

ておりますこと、深くお詫び申し上げます。

なお、貴信につきましては、弊社社長室において確認させていただいたうえで、カスタマ

ーサポートより返信を差し上げておりますこと、ご了承の程お願い申し上げます。

まず、Microso請アカウント作成方法に関する法的根拠のご質問につきましては、繰り返

しとなり大変恐縮ですが、法的回答については、お応えは控えさせていただきます。お手数

ですが、本書面同封の弊社Microso縄サービス規約をご確認頂き、ご不明点等がございまし

たら、お客様ご自身で、法律の専門家へご相談いただけますようお願い申し上げます。

また、Microso鯖アカウントに関わるご質問につきまして、改めて、以下にご案内申し上げ

ます。

前回の書面内でもご案内させていただいた通り、ウェブブラウザ上でのアカウント作成時

に携帯電話でのSMS認証が求められた場合、同じネットワーク環境で、携帯電話での認証

画面を表示させないようにする方法はございませんが、ネットワーク環境を変更していた

だくことで、回避ができる可能性はございます。



酷MicmS的

なお、ウェブブラウザからの作成ではなく、WindowslOをご利用の場合には、初期設定

時以外に、設定画面からの作成が可能でございます。この際、携帯電話番号をお持ちでない

場合でも、固定電話番号、あるいは他のメールアドレスを、連絡先としてご登録いただきセ

キュリティコードを受け取ることで、アカウントを作成することが可能です。前回の書面に

て、ご案内したメールとアプリの設定画面での、操作手順については弊社サポートページ

（地ps‥／／suppQ吐逆icroso請com毎－jp／help′17201／Windows－10－Sign－in－With－a－mic塑逝

account）に簡易の案内をご用意致しております、前回の書面内容と併せて、ご確認してい

ただければ幸いでございます。

末筆となりますが、弊社メールサポート、及び私の対応におきまして、説明が至らず、

様にご不便・ご不快な思いをお掛け致しましたこと、改めてお詫び申し上げます。謝罪広

告の掲載っきましては、お承りすることは適いませんが、より使い易いサービス、よりお客

様の立場に立ったサポート対応を心がけるよう、今回頂いたご意見・ご指摘を真撃に受け留

め、社内各関連部署へ報告させていただきます。ご不満は多々あるかと存じますが、弊社サ

ービスにつきまして、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます

敬具


